
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一
一
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

一
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

一
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

一
一
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
六

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
一
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
一
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
一
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
一
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

一
一
八

○
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
件

一
一
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

一
一
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
二
〇

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件

一
二
〇

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
二
一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

一
二
一

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

一
二
二

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
二
三

告

示

福
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文

書
法
務
課
長

10の２

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）
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福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

さ
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク
内
科
・
消

福
島
市
方
木
田
字
中
屋
敷
一
―
一

平
成
二
六
年
一

化
器
科

月
一
日

む
ら
お
か
内
科
・
耳
鼻
科
・
整

同

市
松
川
町
字
天
王
原
八
九

同

日

形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

星
医
院

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
小
川
原
一
〇
五
一

同

日

つ
ち
や
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
字
材
木
町
一
〇
―
一

同

年
二

月
一
日

白
虎
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

会
津
若
松
市
白
虎
町
一
五
四
―
四

平
成
二
五
年
一

二
月
一
日

こ
く
ぶ
薬
局
本
店

会
津
若
松
市
鶴
賀
町
一
―
四

平
成
二
六
年
一

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

し
の
ぶ
薬
局
新
本
町
店

ク
オ
ー
ル
薬
局
矢
吹
本

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
五
一

町
店

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

む
ら
お
か
内
科
・
耳
鼻
科
・
整

福
島
市
松
川
町
字
天
王
原
八
九

平
成
二
五
年
一

形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

二
月
三
一
日

さ
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク
内
科
・
消

同

市
方
木
田
字
中
屋
敷
一
―
一

同

日

化
器
科

星
医
院

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
市
中
二
番
甲
三
六
〇
二

同

日

鈴
木
歯
科
医
院

福
島
市
笹
谷
字
中
谷
地
一
三
―
三

平
成
二
四
年
五

月
三
一
日

お
お
ほ
り
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
八
角
町
二
―
二
二

平
成
二
五
年
一

一
月
三
〇
日

こ
く
ぶ
薬
局
本
店

同

市
鶴
賀
町
二
―
二

同

年
一

二
月
三
一
日

あ
い
田
島
薬
局

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
大
坪
一
六
―
一

平
成
二
六
年
一

月
三
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

藤
田
医
院

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
北
町
二
二

平
成
二
六
年
一

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

再
開
年
月
日

藤
田
医
院

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
北
町
二
二

平
成
二
六
年
二

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

栗
城

想

会
津
若
松
市
北
青
木

門
田
綜
合
治
療

会
津
若
松
市
北
青
木
一

平
成
二
五
年
六

一
一
―
二
五

院

一
―
二
五

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

保
原
薬
局
桑

伊
達
郡
桑
折

株
式
会
社
福

福
島
県
伊
達
市
保

平
成
二
六
年

居
宅
療
養

折
店

町
大
字
南
半

島
医
療
サ
ー

原
町
字
城
ノ
内
五

三
月
一
日

管
理
指
導

田
字
六
角
一

ビ
ス

七
―
一

介
護
予

五
―
三

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

デ
イ
サ
ー
ビ

西
白
河
郡
矢

株
式
会
社
ラ

同

県
須
賀
川
市

同

年

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

吹
町
花
咲
一

イ
フ
ク
リ
エ

西
川
字
西
田
七
―

二
月
一
日

葵

二
〇
―
一
四

イ
ト

一
四

訪
問
介
護
ケ

福
島
市

莱

プ
ラ
テ
ッ
ク

同

県
福
島
市

平
成
二
五
年

訪
問
介
護

ア
サ
ポ
ー
ト

町
三
―
一
一

株
式
会
社

莱
町
三
―
一
一
―

一
一
月
一
日

介
護
予

サ
ー
ビ
ス

―
六

六

防
訪
問
介

護

居
宅
介
護
支

同

同

同

同

日

居
宅
介
護

援
ケ
ア
サ
ポ
ー

支
援
事
業

ト
ほ
う
ら
い

あ
か
り
ケ
ア

同

市
黒
岩

株
式
会
社
Ｏ

宮
城
県
仙
台
市
青

平
成
二
六
年

訪
問
介
護

字
堂
ノ
後
二

Ｋ
Ｂ

葉
区
二
日
町
一
三

二
月
一
日

介
護
予

二
―
五

黒

―
二
六

ネ
オ
ハ

防
訪
問
介

岩
ハ
イ
ツ
一

イ
ツ
勾
当
台
八
○

護

〇
一

六

レ
ッ
ツ
倶
楽

同

市
郷
野

株
式
会
社
ｖ

福
島
県
福
島
市
御

同

日

通
所
介
護

部
・
福
島
郷

目
字
東
一
―

ｉ
ｇ
ｏ
ｒ

山
字
沢
田
一
―
二

介
護
予

野
目

四
六

七

防
通
所
介

護

介
護
シ
ョ
ッ

同

市
太
田

株
式
会
社
マ

同

市
丸

同

日

福
祉
用
具

プ

マ
ル
フ

町
五
―
九

ル
フ
ジ

子
字
上
六
反
田
六

貸
与

介

ジ

―
一
一

護
予
防
福

祉
用
具
貸

�
�
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与

特
定

福
祉
用
具

販
売

特

定
介
護
予

防
福
祉
用

具
販
売

ケ
ア
プ
ラ
ン

会
津
若
松
市

株
式
会
社
ケ

同

県
会
津
若
松

同

年

居
宅
介
護

あ
い
づ

南
千
石
町
三

ア
プ
ラ
ン
あ

市
南
千
石
町
三
―

一
月
一
日

支
援
事
業

―
四

い
づ

四

介
サ
ポ
ー
ト

須
賀
川
市
大

株
式
会
社
お

同

県
須
賀
川
市

同

年

同

居
宅
介
護
支

町
一
三
九

が
た

大
町
一
三
九

二
月
一
日

援
事
業
所

そ
う
ご
う
薬

喜
多
方
市
関

総
合
メ
デ
ィ

福
岡
県
福
岡
市
中

同

居
宅
療
養

局

喜
多
方

柴
町
上
高
額

カ
ル
株
式
会

央
区
天
神
二
―
一

月
四
日

管
理
指
導

店

広
面
六
五
七

社

四
―
八

介
護
予

―
一
〇

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

保
原
薬
局
油

二
本
松
市
油

株
式
会
社
福

福
島
県
伊
達
市
保

同

年

同

井
店

井
字
八
軒
町

島
医
療
サ
ー

原
町
字
城
ノ
内
五

三
月
一
日

三
三

ビ
ス

七
―
一

保
原
薬
局

伊
達
市
保
原

同

同

同

年

同

町
字
城
ノ
内

二
月
一
日

六
一
―
一

保
原
薬
局
梁

同

市
梁
川

同

同

同

日

同

川
店

町
希
望
ヶ
丘

二
六
―
二

保
原
薬
局
伊

同

市
箱
崎

同

同

同

日

同

達
店

字
中
二
一
―

六

保
原
薬
局
上

同

市
保
原

同

同

同

日

同

保
原
店

町
上
保
原
字

中
島
一
三
―

一
〇

保
原
薬
局
梁

同

市
梁
川

同

同

同

日

同

川
東
店

町
字
東
土
橋

六
―
五

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

名

称

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

株
式
会
社
同
仁
社

株
式
会
社
同
仁
社

伊
達
市
岡
沼
二
二

株
式
会
社

福
島
県
福
島
市
松

ヘ
ル
ス
ケ
ア
福
島

ヘ
ル
ス
ケ
ア
伊
達

同
仁
社

浪
町
四
―
二
三

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日
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名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

特
別
養
護

相
馬
郡
飯

社
会
福
祉

福
島
県
相
馬
郡
飯

平
成
二
五
年
一
二

短
期
入
所

老
人
ホ
ー

舘
村
伊
丹

法
人
い
い

舘
村
伊
丹
沢
字
伊

月
九
日

介
護
予

ム
い
い
た

沢
字
伊
丹

た
て
福
祉

丹
沢
五
七
一

防
短
期
入

て
ホ
ー
ム

沢
五
七
一

会

所
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

一
般
財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究

福
島
市
荒
井
北
三
―
一
―
一
三

平
成
二
九
年
三
月
五
日

所
附
属
南
東
北
福
島
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
Ｎ
ｅ
ｗ
相
馬
店

福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
百
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

有
限
会
社
赤
門

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

福
田

輝
夫

住
所

福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
五
十
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

山
田

昇

住
所

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
六
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
六
百
九
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

百
十
八
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

二
十
二
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

七
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

四
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

午
前
十
時

㈡

閉
店
時
刻

午
後
十
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

二
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
五
日

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
六
年
三

月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
三
十
五
番
地
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
六
年
三

月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

（
変
更
前
）
十
四
か
所

（
変
更
後
）
十
三
か
所

２

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位
置

（
変
更
前
）
別
紙
図
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管

理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
本
店

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
十
三
番
地
六
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

六
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
坂
下
町
産
業
部
商

工
観
光
班
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
坂
下
中
央
店

福
島
県
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
古
町
川
尻
三
百
八
十
六
の
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
坂
下
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査
と

し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
う
者
の
名
称

柳
津
町

二

調
査
地
域
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河
沼
郡
柳
津
町
大
字
細
八
の
一
部

三

調
査
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
会
津

大
沼
郡
会
津
美
里
町
穂
馬

変
更
前

八
・
五
〜

八
九
六
・
〇

高
田
上
三

字
天
国
甲
一
〇
二
七
番
一

一
九
・
〇

寄
線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
穂
馬

変
更
後

一
一
・
〇
〜

八
九
六
・
〇

字
下
川
原
乙
五
三
九
番
三

二
五
・
〇

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
猪
苗

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯

変
更
前

一
六
・
〇
〜

二
六
〇
・
〇

代
塩
川
線

字
川
向
二
六
番
地
先
か
ら

三
一
・
八

同

郡
同

町
大
字
磐
梯

字
山
道
三
四
四
番
一
地
先

変
更
後

一
五
・
〇
〜

二
六
〇
・
〇

ま
で

三
一
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
日
下

相
馬
市
小
泉
字
根
岸
七
五

変
更
前

六
・
二
〜

五
八
〇
・
〇

石
新
沼
線

五
番
一
地
先
か
ら

一
一
・
五

同

市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
二

〇
一
番
三
地
先
ま
で

変
更
後

一
四
・
三
〜

五
八
〇
・
〇

六
一
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川

変
更
前

三
・
四
〜

五
三
七
・
一
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三
九
九
号

字
上
戸
渡
三
七
番
一
五
地

五
四
・
〇

先
か
ら

同

市
小
川
町
上
小
川

変
更
後

一
〇
・
四
〜

五
一
二
・
五

字
上
戸
渡
三
七
番
一
四
地

六
四
・
〇

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
江
名

い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
字

変
更
前

Ａ

一
六
・
〇
〜

一
〇
〇
・
七

常
磐
線

小
神
山
四
〇
番
二
地
先
か

二
二
・
五

ら同

市
鹿
島
町
米
田
字

用
定
一
二
番
五
地
先
ま
で

い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
字

変
更
後

Ａ

一
六
・
〇
〜

一
〇
〇
・
七

小
神
山
四
〇
番
二
地
先
か

二
二
・
五

ら同

市
鹿
島
町
米
田
字

用
定
一
二
番
五
地
先
ま
で

い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
字

Ｂ

七
・
〇
〜

九
三
・
三

小
神
山
四
〇
番
二
地
先
か

一
一
・
五

ら同

市
鹿
島
町
米
田
字

用
定
一
二
番
五
地
先
ま
で

い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
字

Ｃ

七
・
〇
〜

六
四
・
〇

用
定
一
二
番
二
地
先
か
ら

一
三
・
〇

同

市
鹿
島
町
走
熊
字

小
神
山
四
〇
番
一
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
猪
苗
代
塩
川
線

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
川
向
二
六

平
成
二
六
年
三
月
一
四
日

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
磐
梯
字
山
道
三
四

四
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

会
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
会
津
若
松
市
公
共
下
水
道
（
会

津
若
松
処
理
区
）
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
十
六
日

四

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
年
福

島
県
告
示
第
六
十
八
号
）
の
事
業
地
に
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字

嫋
竹
ヶ
丘
の
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
同
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
城
南
の
一
部
の
区
域
を
全

部
の
区
域
に
改
め
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
同
市
門
田
町
大
字
黒
岩
字
建
福
寺
前
、
字
北
青
木
、

字
南
青
木
及
び
字
大
坪
並
び
に
大
字
飯
寺
字
村
西
並
び
に
同
市
神
指
町
大

字
南
四
合
字
幕
内
南
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。
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使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

会
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
会
津
若
松
市
公
共
下
水
道
（
河

東
処
理
区
）
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
一
年

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号
）
の
事
業
地
に
工
業
団
地
の
全
部
の
区
域

を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
同
市
河
東
町
東
長
原
字
長
谷
地
の
一
部
の
区
域
を
変

更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

浅
川
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

石
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
浅
川
町
特
定
環
境
保
全
公
共

下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
十
月
十
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
十
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県

告
示
第
百
六
十
三
号
）
の
事
業
地
に
石
川
郡
浅
川
町
大
字
簑
輪
字
坂
前
の

一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
同
町
大
字
浅
川
字
大
明
塚
及
び
字
背
戸
谷
地
、
大
字

簑
輪
字
山
敷
田
及
び
字
大
代
並
び
に
大
字
東
大
畑
字
新
町
、
字
大
名
大
塚

及
び
字
金
田
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し
。

（
下
水
道
課
）

公

告

公
告
第
八
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
小
野
自
然
倶
楽
部

三

代
表
者
の
氏
名

大
方

俊
浩

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
知
宗
五
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
小
野
町
を
中
心
と
し
た
田
村
郡
地
域
と
そ
の
周
辺
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
地

元
で
の
森
林
体
験
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
自
然
環
境
保
全
の
意
識
を
子
ど

も
た
ち
が
引
き
継
い
で
い
け
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
こ
と
を
設
立
の
目
的
と
す
る
。（

文
化
振
興
課
）

公
告
第
八
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日

二

名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人

n
o

n
S
t
y

l
e

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
特
別
支
援
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

片
寄

直
行

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
富
田
町
字
逆
池
北
四
十
五
番
地
の
百
九
十
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
・
身
体
・
精
神
に
障
害
を
持
つ
者
に
対
し
て
、
総
合
的
に
就
労
に
必
要
な
能
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力
の
開
発
及
び
就
職
支
援
に
関
わ
る
事
業
を
行
い
、
そ
の
障
害
を
持
つ
者
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
八
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
ラ
イ
フ
エ
イ
ド

三

代
表
者
の
氏
名

宇
津
木

政
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
栄
町
九
番
地
の
五

栄
町
清
水
ビ
ル
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
前
身
で
あ
る
「
任
意
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
福
島
ラ
イ
フ
エ
イ
ド
」
に
よ
る
東
日
本

大
震
災
時
に
お
け
る
災
害
救
援
活
動
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
東
日
本
大
震
災
を
始
め
と
す
る
今
後
も

起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
自
然
災
害
に
お
い
て
、
被
災
さ
れ
た
方
々
、
及
び
地
域
の
救
援
と
復
興
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
次
世
代
の
若
者
た
ち
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
福
島
県
を
取
り
戻
す
こ
と
を
含

め
た
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
八
十
七
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

更
新
し

そ
の
他
氏
名
又

た
登
録

り
ん

住
所

窒
素

の
規
格
は
名
称

の
有
効

酸
全

―

全
量

期
限

量

831

混
合
有

混
合
有

3.5

8.0

―

含
有
を
大
栄
物
東
京
都
平
成

29

機
質
肥

機
ス

ー

許
さ
れ
産
株
式
江
東
区
年
３
月

料
パ

ー

３
る
有
害
会
社

13日
号

成
分
の

最
大
量

及
び
そ

の
他
の

制
限
事

項
は、
公
定
規

格
の
と

お
り

。

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

登
録
番
号

(福
島
県
)
肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分
量
(％
)

佐
賀
１

丁
目
６

番
10号
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公 告 第 ８ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 全 戸 配 布 広 報 誌 の 印 刷 製

本 業 務 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則
（ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ) 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に
よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ３ 月 14日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 物 品 等 の 件 名 及 び 数 量 福 島 県 全 戸 配 布 広 報 誌 の 印 刷 製 本 業 務 予 定
数 量 4 , 2 2 4 , 0 0 0部 （ 年 ６ 回 １ 回 当 た り 704 , 0 0 0部 ）

⑵ 調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 納 入 期 限 平 成 26年 ５ 月 19日 か ら 平 成 27年 ３ 月 31日 ま で の 間 の 福 島 県 知 事 が 指 定
す る 日

⑷ 納 入 場 所 福 島 県 知 事 が 指 定 す る 場 所
２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項

次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要
な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開
札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る こ と 。

⑵ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 指
名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。

⑶ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確

認 申 請 書 に 、 ２ の ⑶ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 26年 ４ 月
９ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な
資 格 の 確 認 を 受 け る こ と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 7 0 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課
電 話 024 - 5 2 1 - 7 4 1 3

４ 入 札 書 の 提 出 場 所 等
⑴ 入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 い 合 わ せ
先 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。

⑵ 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 平 成 26年 ３ 月 26日 （ 水 ） 午 後 ２ 時 福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課

⑶ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 26年 ４ 月 24日 （ 木 ） 午 前 10時 30分 福 島 県 出
納 局 入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 月
23日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）

５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 に 当 該 入 札 に 係 る 予 定 数 量 を
乗じて 得た額の 100分 の ３ 以上の額の入 札保証金を納付しなければならない。ただし、
財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全
部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 に 当 該 入 札 に 係 る 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 に 100
分 の 108を 乗 じ て 得 た 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら
な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、
契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

６ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
７ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

８ 入 札 の 効 力
本 件 入 札 は 、 そ の 契 約 に 係 る 予 算 が 可 決 さ れ 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 以 降 で 予 算 の 執 行

が 可 能 と な っ た と き に 、 入 札 の 効 力 が 生 ず る 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

９ そ の 他
⑴ 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 入 札 書 に は 、 １ 部 当 た り の 単 価 を 記 載 す る こ と 。

な お 、 こ の 入 札 に よ る 契 約 は 、 落 札 者 が 入 札 書 に 記 載 し た 金 額 を 契 約 金 額 と し 、
物 品 購 入 に 係 る 代 金 の 支 払 は 、 契 約 金 額 に 納 入 数 量 を 乗 じ て 得 た 金 額 に 当 該 金 額 の
100分 の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ
の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） に よ り 行 う こ と と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 108
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 の 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札
を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

10 Summa r y
⑴ N a t u r e a n d e s t i m a t e d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s t o b e r e q u i r e d : P r i n t i n g
N e w s l e t t e r s w i t h a n e s t i m a t e d t o t a l o f 4 , 2 2 4 , 0 0 0 c o p i e s ( a t o t a l o f 7 0 4 , 0 0 0
c o p i e s f o r e a c h b i m o n t h l y p r i n t i n g )

⑵ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 0 : 3 0 a . m . , 2 4 A p r i l 2 0 1 4
⑶ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 2 3 A p r i l 2 0 1 4
⑷ Con t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : B i d Adm i n i s t r a t i o n D i v i s i o n , T r e a s u r y Bu r e a u ,
Fukush ima Pre fec tura l Governmen t , 2 -16 Sug i t suma-cho , Fukush ima- sh i , Fukush ima
9 6 0 - 8 6 7 0 J a p a n TEL02 4 - 5 2 1 - 7 4 1 3

（ 入 札 用 度 課 ）
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